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◉「かかりつけ医」を持ちましょう
　日ごろからちょっとした病気にかか
ったときに，決まって診てもらってい
るお医者さんはありますか？
　「かかりつけ医」とは，日ごろからあ
なたと家族の診察や健康づくりを気軽
に相談でき，親切に説明してくれる身近
なお医者さんのことです。普段の健康
状態を把握しているので，もしものと
きに安心で，予防を含め健康管理や生
活改善についての相談・アドバイスを受
けることができ，他の病院と連携して
いるので，入院や検査が必要なときな
どは専門医療機関を紹介してくれます。
そのため，診察への不安感から同じ病

　ジェネリック医薬品（後発医薬品）は，
新薬（先発医薬品）と同じ有効成分で
効能・効果の等しい医療用の医薬品で
すが，ジェネリック医薬品は特許の切
れた有効成分を使い，開発費がわずか
なため，価格は新薬の概ね 7 割以下，
中には 5 割以下の薬もあるなど，新薬
と比べて大幅に安いのが特徴です。
　欧米では，すでに 6 〜 7 割がジェネ
リック医薬品を使用していますが，日
本では 2 割程度しか使用されていませ
ん。日本でなかなか普及が進まない大
きな理由として，ジェネリック医薬品
に対する品質への不安感がありますが，
現在，製造販売されているジェネリッ
ク医薬品は，国の厳格な審査を受け，
効き目や安全性が新薬と同等であると
承認された十分信頼できるものです。
　新薬をジェネリック医薬品に変更す
ることで，患者さんにとっては，新薬
と同等の薬を使いながら，薬にかかる
自己負担額を減らすことができるとい
うメリットがあります。

ジェネリック医薬品を希望される場
合は，ジェネリック医薬品希望カー
ドなどにより，医師・薬剤師にご相
談ください。なお，国民健康保険加
入者でジェネリック医薬品希望カー
ドが必要な人は，国保年金課に備え
ていますのでご利用ください。

◀ジェネリック
医薬品
希望カード

　また，少子高齢化が進むにつれて増
大し続ける医療費を節減し，世界に誇
るべき国民皆保険制度を持続させるこ
とにもつながります。
　ジェネリック医薬品は，医師による
処方が必要な医薬品です。ジェネリッ
ク医薬品を使いたいときは，病院や診
療所などの医療機関を受診したときに
医師に相談するか，調剤薬局で薬剤師
に相談してみましょう。　

気で何度もお医者さんをかえて受診す
る重複受診や薬の重複なども防げます。
　安心して診てもらえる，「かかりつけ
医」を持つように心掛けましょう。

○自宅や勤務地から近く，通院に便利。

○患者さんの話をしっかり聞いてく
れて，気軽に相談しやすい。

○病気や治療の方法，薬のことにつ
いてわかりやすく説明してくれる。

○必要に応じて，適切な専門医や医
療機関を紹介してくれる。

■「かかりつけ医」を選ぶポイント


